
 
 
 

平成２４年８月２９日 

各 位 

住 友 化 学 株 式 会 社 

 

住化ゲッター水和剤の登録内容変更に関するご案内 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご指導を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、首記の件、平成２４年８月２９日付けで使用制限を伴う登録変更が実施されましたので、

下記の通りお知らせ申し上げます。 

ご使用に際しましては、変更後の適用内容を遵守いただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

敬具 
 

記 

 

１． 対象となる農薬 

 

登録番号 農薬名（商品名） 登録会社 

第１７６９７号 住化ゲッター水和剤 住友化学株式会社 

 

 

２．登録変更の時期 

  平成２４年８月２９日（水） 

 

３．登録変更の内容 

  別紙のとおり 

 

４．登録変更の理由（使用制限の部分） 

  登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

 

５．今後の対応  

安全性に懸念の無い登録変更であるため、流通在庫品の回収などは行いません。 

 

【お問い合わせ先】 

住友化学株式会社 お客様相談室 

 電話：0570-058-669（ナビダイヤル）または03-5543-5607 

 

以上 



 
別紙 

【変更内容】（下線部分は、使用制限に係る登録変更） 

(1) 作物名「ぶどう」について次のとおり変更する。 

① 使用時期を｢開花直前～落弁期まで 但し、収穫60日前まで｣から「収穫45日前まで」に

変更する。 

② 本剤の使用回数を「3回以内」から「1回」に変更する。 

③ チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数を「6回以内(塗布は3回以内、散布

は 3 回以内)」から「5 回以内(塗布は 3 回以内、休眠期の散布は 1 回以内、生育期

の散布は1回以内)」に変更する。 

 

(2) 作物名「かんきつ(みかんを除く)」について次のとおり変更する。 

① 適用病害虫名「灰色かび病」の希釈倍数を「1000～2000倍」から「1500～2000倍」

に変更する。 

② 適用病害虫名「そうか病」の希釈倍数を「1000～1500倍」から「1500倍」に変更する。 
 

【適用表】 

<変更前>  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期
本剤の

使用回数

使用

方法

ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ 

を含む農薬の 

総使用回数 

ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙを

含む農薬の 

総使用回数 

ぶどう 灰色かび病 
1000～

1500倍 

開花直前

～落弁期

まで 

但し、

収穫60日

前まで

3回以内 3回以内 

6回以内 

(塗布は3回以内、

散布は3回以内)

灰色かび病 
1000～

2000倍 
開花期かんきつ 

(みかんを

除く) そうか病 
1000～

1500倍 

200～

700L/10a

収穫 21日

前まで

5回以内

散布

5回以内 

8回以内 

(塗布は3回以内､

散布は5回以内)

 
 

<変更後>   

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期
本剤の

使用回数

使用

方法

ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ 

を含む農薬の 

総使用回数 

ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙを

含む農薬の 

総使用回数 

ぶどう 灰色かび病 
1000～

1500倍 

収穫 45日

前まで
1回 3回以内 

5回以内 

(塗布は3回以内、

休眠期の散布は

1回以内、 

生育期の散布は

1回以内) 

灰色かび病 
1500～

2000倍 
開花期かんきつ 

(みかんを

除く) そうか病 1500倍 

200～

700L/10a

収穫 21日

前まで

5回以内

散布

5回以内 

8回以内 

(塗布は3回以内､

散布は5回以内)

次頁へつづく



 
別紙 

前頁よりつづく 

 

【使用上の注意事項の変更】 

・「ぶどうに使用する場合、収穫間近の散布は果粉の溶脱や果実の汚れを生ずるおそれがあるのでさけ、

生育期前半の散布にとどめること。」を追加する。 

以 上 


